
Ⅸ 管理課 

管理課は、特定医療法人や医療保健業を行う公益法人等に関する税制措置に係る証明業務、

国民健康保険の保険者、国民健康保険団体連合会及び後期高齢者医療制度の技術的助言・指

導監督、社会保険診療報酬支払基金支部の監督を行っています。 

 

１ 特定医療法人が、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の

証明について 

（１）概要 

   特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受け、当該承認後に終了す

る各事業年度において、法人税率の軽減の適用を受ける医療法人のことです。 

東北厚生局では、特定医療法人として、法人税率の軽減の適用を受ける要件とされている

厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（下記ア～カ）を満たすものである旨の証明

書の交付事務を行っています。 

 

【軽減税率適用要件】 

ア 社会保険診療に係る収入金額及び健康増進事業（健康診査に係るものに限る。）に係る

収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えること。 

イ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 

ウ 医療診療収入が、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必

要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。 

エ 役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。 

オ その医療施設のうち一以上のものが、次のいずれかに該当すること。 

  ・病院であって、40人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

  ・専ら、皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院であ

って、30人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

  ・救急病院である旨を告示されていること。 

  ・救急診療所である旨を告示され、かつ、15人以上の患者を入院させるための施設を有す

ること。 

カ 医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分

の30以下であること。 

 

【優遇措置の内容】 

 法人税において22％（通常は30％）の軽減税率が適用されます。 

 

（２）根拠法令等 

ア 租税特別措置法 第 67 条の２第１項 

イ 租税特別措置法施行令 第 39 条の 25 第１項第１号 
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（３）実績 

 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

証明件数 26 23 21 24 23 

 

 

２ 医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について 

（１）概要 

   平成20年度税制改正により、①非営利型の一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事

業を行う医師会や歯科医師会で、一定の基準を満たしたもの、②法人税法の別表第２に掲げ

る公益法人等のうち、無料低額な診療を行う法人で、一定の基準を満たしたものについて、

その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外される（法人税が非課税とされる）こ

ととなりました。 

東北厚生局では、非課税措置制度の適用を受けるために必要となる要件を満たしている公

益法人であることの証明書の交付を行っています。 

【適用基準】 

  ア オープン病院事業を行うもの 

事業要件 平成20年厚生労働省告示第297号 

収入要件 平成20年厚生労働省告示第297号 

  イ 無料低額な診療を行う病院事業を行うもの 

事業要件 法人税法施行規則第６条第４号 

    収入要件 平成20年厚生労働省告示第298号 

    なお、②において、特例社団・財団法人、公益社団・財団法人については収入要件を必

要としません。 

 

【優遇措置の内容】 

   医療保健業について、収益事業の範囲から除外され、法人税が非課税とされます。 

 

（２）根拠法令等 

  ア 法人税法施行令第５条第１項第 29 号ワ 

    法人税法施行規則第５条第６号 

  イ 法人税法施行令第５号第１項第 29 号タ 

    法人税法施行規則第６条第４号 

    法人税法施行規則第６条第７号 

 

（３）実績（全て②無料低額な診療を行う法人） 

 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

証明件数 19 19 18 19 16 
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３ 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督について 

（１）概要 

国民健康保険の保険者は市町村（特別区を含む）と、土木建築業者等の同業者で組織す

る国民健康保険組合であり、被保険者は被用者保険（健康保険や共済組合等）に加入してい

ない自営業者や農業者等です。また、国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法第83

条に基づき、保険者がその目的を達成するため、共同して設立する組織です。 

東北厚生局では、国民健康保険事業が健全に運営されるよう、国民健康保険の保険者及

び国民健康保険団体連合会の行う業務（介護保険事業関係業務を除く。）の指導を行ってい

ます（「東北厚生局所管国民健康保険団体連合会一覧」は参考資料７(１)参照）。 

（２）根拠法令等 

ア 国民健康保険法第 106 条、第 108 条、第 119 条 

イ 厚生労働省設置法第 18 条 

ウ 地方自治法第 245 条の４、５、６、７ 

エ 厚生労働省組織規則第 707 条第 86 号、第 718 条第４号 

 

（３）実績 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

技術的助言・指導監督 
4 県 6市町村

2国保連合会 

6 県 9市町 

3 国保連合会 

6 県 9市町 

3 国保連合会 

6 県 10 市町 

3 国保連合会 

6 県 9市町 

3 国保連合会 

 

 

４ 後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督について 

（１）概要 

後期高齢者医療制度は、平成20年４月に創設された他の健康保険から独立した医療保険制

度です。保険者は都道府県を範囲とした広域連合（後期高齢者医療広域連合）、被保険者は

75歳以上の方等です。 

東北厚生局では制度の適切な運営のため、県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに

国民健康保険団体連合会における後期高齢者医療制度の業務の指導を行っています（「東北

「厚生局所管後期高齢者医療広域連合一覧」は資料編７(２)参照）。 

 

（２）根拠法令等 

ア 高齢者の医療の確保に関する法律第３条、第 133 条、第 162 条 

イ 厚生労働省設置法第 18 条 

ウ 地方自治法第 245 条の４、５、６、７、８ 

エ 厚生労働省組織規則第 707 条第 86 号、第 718 条第４号 

 

（３）実績                              （単位：広域連合） 

 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成26年度 平成27年度 

技術的助言・指導監督 4 6 6 6 6 
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５ 社会保険診療報酬支払基金支部の監督について  

（１） 概要 

社会保険診療報酬支払基金は、健康保険などの被用者保険にかかる診療報酬の審査支払機

関（国民健康保険では、国民健康保険団体連合会）です。 

支払基金は、医療機関から請求された診療報酬（診療内容）が適正であるかどうかを審査

した上で、保険者（健康保険組合や共済組合等）に請求します。 

保険者は、事業主と被保険者から納められた保険料により支払基金に診療報酬を払い込み、

支払基金は、この診療報酬を毎月一定の期日までに医療機関に支払います。 

このように、医療費は、医療機関、保険者が個別にそれぞれの請求･支払を行うのではな

く、支払基金という公的な機関を通して適正に審査され支払われています。 

東北厚生局では、社会保険診療報酬支払基金の東北6県支部の行う業務（高齢者医療制度

関係業務及び介護保険関係業務を除く。）について、適正かつ効率的な運営を確保すること

を目的として、監督を行っています（「東北厚生局所管社会保険診療報酬支払基金一覧」は

参考資料７(３)参照）。 

 

（２）根拠法令等 

ア 社会保険診療報酬支払基金法第 28 条、第 30条 

イ 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第 14条 

ウ 厚生労働省設置法第 18 条 

 

（３）実績                               （単位：支部） 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

監督 
2 

（秋田、山形） 

2 

（岩手、福島） 

2 

（青森、宮城） 

2 

（秋田、山形） 

2 

（岩手、福島） 

 

- 70 -


